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    平成２８年第３回甘楽町議会定例会会議録第２号     

 

平成２８年９月１６日（金曜日） 

                                     

議事日程 第２号 

   平成２８年９月１６日（金曜日）午後零時５８分開議 

日程第 １ 諮問第 ２号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ２ 同意第１１号  甘楽町農業委員会委員の任命について 

日程第 ３ 同意第１２号  甘楽町固定資産評価員の選任について 

日程第 ４ 同意第１３号  甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ５ 同意第１４号  甘楽町副町長の選任について 

日程第 ６ 同意第１５号  甘楽町教育長の任命について 

日程第 ７ 議案第４８号  甘楽町有功者の選定について 

日程第 ８ 議案第４９号  甘楽町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第５０号  甘楽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第５１号  甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第１１ 議案第５２号  甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１２ 議案第５３号  平成２８年度甘楽町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第５４号  平成２８年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１４ 議案第５５号  平成２８年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１５ 議案第５６号  平成２８年度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第５７号  平成２７年度甘楽町一般会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第１７ 議案第５８号  平成２７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１８ 議案第５９号  平成２７年度甘楽町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１９ 議案第６０号  平成２７年度甘楽町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２０ 議案第６１号  平成２７年度甘楽町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２１ 議案第６２号  平成２７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２２ 議案第６３号  平成２７年度甘楽町水道事業会計決算の認定について 

日程第２３ 委員会審査報告  総務文教常任委員会 

日程第２４ 閉会中の所管事務継続審査・調査申出書について 

日程第２５ 議員派遣の件について 

日程第２６ 一般質問 第 １番 相 川 忠 夫（甘楽パーキング・スマートインター

の事業促進について） 

           第 ２番 富 岡 朝 男（「甘楽町子ども・子育て支援事業計

画」の進捗状況について） 

           第 ３番 中 野 喜久勇（秋畑那須の板穴地内の道路冬季凍結

事故防止について） 

           第 ４番 山 田 邦 彦（平和行政の推進を） 

           第 ５番 山 田 邦 彦（「三途川サミット」の開催等を） 

                                     

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１１人） 

       １番  黒 澤   篤 君   ２番  相 川 忠 夫 君 

       ３番  金 田 倍 視 君   ４番  山 﨑 澄 子 君 

       ５番  富 岡 朝 男 君   ６番  江 原 榮 和 君 

       ７番  佐 俣 勝 彦 君   ８番  中 野 喜久勇 君 

       ９番  長谷川 儀 平 君  １０番  栁 澤 清 次 君 

  １２番  山 田 邦 彦 君 

欠席議員（１人） 

      １１番  中 里 芳 久 君 

                                     

説明のため出席した者 

  町     長  茂 原 荘 一 君  教  育  長  柴 山   豊 君 

会計管理者（会計課長）  三 木 保 広 君  総 務 課 長  松 沢 計 作 君 

企 画 課 長  森 平 仁 志 君  健 康 課 長  森 田   稔 君 

住 民 課 長  関 口 幸 美 君  産 業 課 長  松 井   均 君 

建 設 課 長  高 橋   茂 君  水 道 課 長  吉 田 泰 志 君 

学校教育課長  山 﨑 ひづる 君  社会教育課長  齋 藤 淳 二 君 

監 査 委 員  山 田 利 和 君 

                                  

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  横 尾   弘    書   記  飯 塚 香 奈 
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○開  議 

   午後零時５８分開議 

◇議長（佐俣勝彦君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。順次議事を進めま

す。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１、諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

 本件につきましては、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり推薦することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり推薦することに決定され

ました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 同意第１１号 甘楽町農業委員会委員の任命について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２、同意第１１号 甘楽町農業委員会委員の任命について

を議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり同意することに決定され

ました。 

 ここで、ただいま同意されました齋藤武雄君から発言を求められておりますので、これ

を許します。 
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〔齋藤武雄君 入場〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 齋藤武雄君、ご登壇の上、ご挨拶をお願いいたします。 

◇次期農業委員会委員（齋藤武雄君） ただいま茂原町長のご推薦をいただき、甘楽町農

業委員会委員に議会の承認をいただいた秋畑の齋藤武雄です。 

 甘楽町の農業の振興に尽くしてまいりますので、よろしくお願いします。 

◇議長（佐俣勝彦君） ありがとうございました。退席を願います。 

〔齋藤武雄君 退席〕 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３ 同意第１２号 甘楽町固定資産評価員の選任について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第３、同意第１２号 甘楽町固定資産評価員の選任について

を議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり同意することに決定いた

しました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４ 同意第１３号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第４、同意第１３号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり同意することに決定され

ました。 

 ここで、ただいま同意されました小金澤義治君から発言を求められておりますので、こ
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れを許します。 

〔小金澤義治君 入場〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 小金澤義治君、ご登壇の上、ご挨拶をお願いいたします。 

◇固定資産評価審査委員会委員（小金澤義治君） このたび茂原町長の推薦と議会の皆さ

ま方のご賛同により、固定資産評価審査委員会委員を仰せつかりました行政区２０－１の

小金澤義治でございます。よろしくお願いいたします。 

 固定資産の申し出のあった場合には公正なる審議をとり行っていきたいと思いますの

で、皆さま方のご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

◇議長（佐俣勝彦君） ありがとうございました。退席をお願いいたします。 

〔小金澤義治君 退席〕 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第５ 同意第１４号 甘楽町副町長の任命について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第５、同意第１４号 甘楽町副町長の任命についてを議題と

いたします。 

 本案については、採決に入る前に当事者であります森平仁志君は退席をしてください。 

〔企画課長 森平仁志君 退席〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり同意することに決定され

ました。 

 ここで、ただいま同意されました森平仁志君から発言を求められておりますので、これ

を許します。 

〔企画課長 森平仁志君 入場〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 森平仁志君は、ご登壇の上、ご挨拶をお願いいたします。 

◇企画課長（森平仁志君） お許しをいただきましたので、一言お礼のご挨拶を申し上げ

させていただきます。 

 茂原町長の推薦をいただき、ただいまは議員の皆さまのご同意をいただきまして、誠に
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ありがとうございました。 

 副町長という重責にまさに身の引き締まる思いでございます。もとより微力ではござい

ますが、茂原町長の補佐役として町の総合計画、そして総合戦略の基本理念でもあります

「小さな町でもキラッと輝く町、町民の皆さんが等しく安心して暮らせる町」に向け、精

一杯務めさせていただきたいと思いますので、議員の皆さまのご指導、そしてご鞭撻をよ

ろしくお願い申し上げさせていただきまして、お礼のご挨拶とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

◇議長（佐俣勝彦君） ありがとうございました。自席へお戻りください。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 同意第１５号 甘楽町教育長の選任について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第６、同意第１５号 甘楽町教育長の選任についてを議題と

いたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり同意することに決定され

ました。 

 ここで、ただいま同意されました近藤秀夫君から発言を求められておりますので、これ

を許します。 

〔近藤秀夫君 入場〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 近藤秀夫君、ご登壇の上、ご挨拶をお願いいたします。 

◇次期教育長（近藤秀夫君） ただいまは教育長任命にご同意いただき、誠にありがとう

ございます。私、大変微力ではありますが、町の教育行政振興のために努力していきたい

と思います。ご指導いただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 

◇議長（佐俣勝彦君） ありがとうございました。退席を願います。 

〔近藤秀夫君 退席〕 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第４８号 甘楽町有功者の選定について 
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◇議長（佐俣勝彦君） 日程第７、議案第４８号 甘楽町有功者の選定についてを議題と

いたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認することに決定され

ました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第４９号 甘楽町税条例等の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第８、議案第４９ 甘楽町税条例等の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第５０号 甘楽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第９、議案第５０号 甘楽町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第１０ 議案第５１号 甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１０、議案第５１号 甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 議案第５２号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１１、議案第５２号 甘楽町学童保育所の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 議案第５３号 平成２８年度甘楽町一般会計補正予算（第３号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１２、議案第５３号 平成２８年度甘楽町一般会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
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◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１３ 議案第５４号 平成２８年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１３、議案第５４号 平成２８年度甘楽町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 議案第５５号 平成２８年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第１ 

              号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１４、議案第５５号 平成２８年度甘楽町介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 議案第５６号 平成２８年度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号） 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１５、議案第５６号 平成２８年度甘楽町水道事業会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 
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 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 議案第５７号 平成２７年度甘楽町一般会計歳入歳出決算の認定について 

○日程第１７ 議案第５８号 平成２７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

○日程第１８ 議案第５９号 平成２７年度甘楽町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

              認定について 

○日程第１９ 議案第６０号 平成２７年度甘楽町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

○日程第２０ 議案第６１号 平成２７年度甘楽町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 

○日程第２１ 議案第６２号 平成２７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第１６、議案第５７号 平成２７年度甘楽町一般会計歳入歳

出決算の認定についてから、日程第１７、議案第５８号 平成２７年度甘楽町国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１８、議案第５９号 平成２７年度

甘楽町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１９、議案第６０号 

平成２７年度甘楽町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第２０、

議案第６１号 平成２７年度甘楽町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

日程第２１、議案第６２号 平成２７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定についての各議案を一括議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 ここで「決算の審査意見報告」について、監査委員山田利和君から発言を求められてお

りますので、これを許します。 

 監査委員山田利和君、ご登壇のうえ、報告を願います。 

◇監査委員（山田利和君） 議長のお許しをいただきましたので、監査委員を代表して、

各会計の歳入歳出決算審査の経過と結果について、その概要をご報告申し上げます。 

 それでは、お手元の平成２７年度甘楽町各会計決算及び基金運用状況の審査意見書の１
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ページをご覧ください。 

 第１、審査の対象は、平成２７年度甘楽町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに関

係調書等でございます。 

 ２ページをご覧ください。 

 第２、審査の期日は、平成２８年８月２２日、２３日、２４日の３日間で実施いたしま

した。 

 第３、審査の手続については、１～４に記載のとおり、関係法令に基づき行うものでご

ざいます。 

 なお、審査を行う過程においては、必要に応じて担当課長等の説明を求めました。 

 次に、第４、審査の結果についてですが、１、審査に付された各会計の歳入歳出決算

書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、いずれ

も関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確であって、予算の執行状況は概ね

適正であると認められました。 

 ２、各基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿及び証拠書類と符号し

ており、誤りの無いものと認められたことをご報告申し上げます。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 第５、決算の概要でございますが、これはお手元に配付されております平成２７年度甘

楽町一般会計及び特別会計決算書並び決算に関する報告書を概要としてまとめたものであ

りますので、説明は割愛させていただきます。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 第６、財政健全化判断比率の状況について申し上げます。 

 一般会計及び特別会計の各会計はいずれも実質収支が黒字であり、実質赤字比率及び連

結実質赤字比率には該当が無く、健全財政であると認められました。 

 次に、第７、各会計の審査における意見等を申し上げます。 

 １、一般会計 

 （１）歳入について。町税の収納状況は、収納率が９４．９％と昨年よりも１．０％上

昇しているとともに、前年度よりも不納欠損額が減少しているので、収納対策に成果が認

められます。 

 しかし、今後も、悪質な滞納者に対しては法的措置を講ずるなど、滞納の減少、収納率

の向上に引き続き努力をお願いしたいと思います。 
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 また、不納欠損処分に至らぬよう、個々の状況を十分に調査の上、その処分については

引き続き厳正に運用するよう要望いたします。 

 町債の発行は、住民福祉の向上や教育環境整備などに必要な財源でありますが、後年度

の住民に負担を強いることのないよう、また将来の安定的な財政運営のためにも計画的な

活用をお願いいたします。 

 （２）歳出について。予算編成方針の趣旨に沿った事業運営に努力されていると認めら

れます。 

 今後も、引き続き社会情勢や厳しい財政状況をしっかり認識し、経費の節減に向け事務

事業の簡素化、効率化を図り、補助事業の見直し等にも積極的に取り組まれることをお願

いいたします。 

 続いて、２、特別会計について、審査意見等申し上げます。 

 （１）国民健康保険事業特別会計。今年度も、実質単年度収支は黒字に転じておりまし

たが、保険給付費は今後も上昇すると思われ、厳しい運営が予想されます。 

 歳入では、国保税の収納率の減少が見られましたので、賦課徴収等の強化により、収入

確保に努められますよう要望いたします。 

 また、バランスのとれた事業運営を行うために、医療費の抑制及び健康意識の高揚を図

り、財政の健全化に努めるようお願いいたします。 

 （２）介護保険事業特別会計。６５歳以上の人口に占める要介護者の認定率は１２．

８％で、引き続き県平均の１７．０％を大きく下回ったことは、予防・支援事業の成果と

認められます。 

 要介護高齢者等が、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう適切なサービス

利用の供給に努めるとともに、今後も介護予防・生活支援対策事業等に重点を置き、制度

の充実と併せ、介護保険財政の健全化を望むものであります。 

 （３）農業集落排水事業特別会計。汚水処理施設は、城南・上野地区が２２年、天引地

区は１７年、善慶寺・国峰地区が１２年経過しており老朽化しているため、今後、ますま

す施設の改修・更新等が必要と見込まれます。事業化にあたっては、財政を考慮した計画

的な執行をお願いいたします。 

 また、本事業は、多額の事業費を投入して実施したものであり、未接続者には早期に接

続を行うよう啓発を要望いたします。 

 （４）公共下水道事業特別会計。平成５年から供用を開始した下水道事業は、建設事業
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費と併せて今後は維持管理経費の増加が見込まれます。 

 建設にあたっては、整備計画により、国庫補助金等の有効な活用と事業費の平準化をお

願いいたします。 

 また、維持管理費の財源である使用料収入の増加のためにも、未接続者には早期接続を

行うよう継続的に啓発を要望いたします。 

 （５）後期高齢者医療特別会計。歳入の主なものは、保険料と一般会計繰入金でありま

す。保険料収納率は前年度より０．２％減少したものの、９９．７％と高く維持されてお

り、収納対策の努力がうかがえました。 

 歳出の９９．５％が運営主体の群馬県後期高齢者医療広域連合への納付金であり、法令

等に基づき忠実に事務が執行されたものと認められました。 

 （６）結びに。審査いたしました一般会計並びに各特別会計は、予算編成方針の趣旨に

沿った適正な事業運営がなされ、健全財政に努力されたことが認められました。 

 今後も、限られた財源の中で、最小の経費で最大の効果を上げられるよう創意と工夫を

持って予算執行をしていただくとともに、第５次総合計画「ＫＡＮＲＡプラン・輝き」に

沿って、積極的に事業に取り組まれますよう要望し、歳入歳出決算審査における意見とい

たします。 

 ご清聴ありがとうございました。 

◇議長（佐俣勝彦君） 報告が終わりました。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議案第５７号 平成２７年度甘楽町一般会計歳入歳出決算の認定について、本案を原案

のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手多数。よって、本案は原案のとおり認定可決されました。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議案第５８号 平成２７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり認定可決されました。 
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 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議案第５９号 平成２７年度甘楽町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手多数。よって、本案は原案のとおり認定可決されました。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議案第６０号 平成２７年度甘楽町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり認定可決されました。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議案第６１号 平成２７年度甘楽町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり認定可決されました。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議案第６２号 平成２７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手多数。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２２ 議案第６３号 平成２７年度甘楽町水道事業会計決算の認定について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２２、議案第６３号 平成２７年度甘楽町水道事業会計決

算の認定についてを議題といたします。 

 本件につきましても、既に提案説明が終わっております。 

 ここで、「決算の審査意見報告」について、監査委員山田利和君から発言を求められて
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おりますので、これを許します。 

 監査委員山田利和君、ご登壇のうえ、報告を願います。 

◇監査委員（山田利和君） 議長のお許しをいただきましたので、甘楽町水道事業会計決

算審査の経過と結果について、その概要をご報告申し上げます。 

 お手元の審査意見書９ページをご覧ください。 

 第１、審査の対象は、平成２７年度甘楽町水道事業会計決算でございます。 

 第２、審査の期日は、平成２８年７月２５日でございます。 

 第３、審査の方法については、１～３に記載のとおり行いました。 

 なお、審査を行う過程においては、必要に応じて担当課長等の説明を求めました。 

 １０ページをご覧ください。 

 第４、審査の結果でございますが、１、審査に付された決算書の中で、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、損益計算書、剰余金計算書、貸借対照表等の各調書は、法令

に準拠して作成されていました。 

 ２、計数は、関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、地方公営企業関係法令及び財務諸

規定に従って、適正に執行がなされていることが認められました。 

 次に、第５、決算の概要については、決算書の要旨をまとめたものでありますので、説

明は割愛させていただきます。 

 １１ページをご覧ください。 

 次に、第６、資金不足比率については、実質黒字のため該当が無く、健全財政であるこ

とが認められました。 

 次に、第７、水道事業会計における審査意見等を申し上げます。 

 （１）有収率は、上水道及び簡易水道の合計では、前年度より若干減少しているため、

引き続き漏水防止対策を強化し、有収率の向上をお願いいたします。 

 （２）水道料金の滞納額は減少傾向であるが、健全財政並びに公正公平な立場からも、

引き続き適正な給水停止の執行と徴収を要望いたします。 

 （３）施設の老朽化対策にあたっては、財政を考慮した計画的な修繕と建設改良工事を

お願いする。そのためには、企業的経営感覚と原価意識を持って、経営の合理化と経費節

減に努力されるよう留意を願いたいと思います。 

 結びに、今後とも健全財政を堅持しつつ、安全でおいしい水の供給に向けて、より一層

の工夫と努力を望み、平成２７年度甘楽町水道事業会計の決算審査意見とさせていただき
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ます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

◇議長（佐俣勝彦君） 報告が終わりました。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり認定可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２３ 委員会審査報告 総務文教常任委員会 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２３、委員会審査報告を行います。 

 総務文教常任委員長、登壇して、陳情第２号の審査報告を願います。 

◇総務文教常任委員長（江原榮和君） 平成２８年９月１６日。甘楽町議会議長佐俣勝彦

様。甘楽町議会総務文教常任委員会、委員長江原榮和。委員会審査報告。本委員会に付託

の陳情を審査の結果、次のとおり決定したので、甘楽町議会会議規則第９４条の規定によ

り報告いたします。記。１、開催日時。９月１２日午後３時４０分。２、場所。甘楽町役

場委員会室。３、出席者。委員長、江原榮和。副委員長、中野喜久勇君。委員、黒澤 篤

君。委員、佐俣勝彦君。委員、栁澤清次君。４、欠席者。委員、中里芳久君。５、会議事

件説明のため出席を求めた者。教育長、柴山 豊君。総務課長、松沢計作君。企画課長、

森平仁志君。住民課長、関口幸美君。会計課長、三木保広君。学校教育課長、山﨑ひづる

君。社会教育課長、齋藤淳二君。 

 ６、審査の状況。 

 ○陳情第２号 被爆者が核兵器を禁止し廃絶する条約をよびかけた国際署名への協力等

のお願いと、国への意見書採択を求める陳情書。 

 昨年、核兵器不拡散条約再検討会議において、いかなる状況下でも核兵器が二度と使用

されないようにすることが、人類の生存のためになるとの１５９カ国の共同声明があっ

た。 

 隣国北朝鮮の核実験や弾道ミサイルの発射、更にロシア、イギリスなどの核保有国は、

核抑止力を紛争の口実として核兵器の保持を正当化している。 

 我が国は唯一の被爆国であり、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向けて、陳情の趣旨は
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理解できるものであるが、個々の取り組みについては協力できないものがあるとの意見の

一致をみた。 

 よって、本陳情は趣旨採択するべきものと決定した。 

◇議長（佐俣勝彦君） 総務文教常任委員長の報告が終わりました。 

 これより総括質疑に入ります。ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。委員長、自席にお戻りく

ださい。 

 続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

 続いて、採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 陳情第２号について、委員長の報告のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２４ 閉会中の所管事務継続審査・調査申出書について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２４、閉会中の所管事務継続審査・調査申出書についてを

議題といたします。 

 各委員長から、会議規則第７５条の規定によりお手元に配付しました継続審査・調査申

出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査することにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（佐俣勝彦君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査をすることに決定しま

した。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第２５ 議員派遣の件について 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２５、議員派遣の件についてを議題といたします。 

 会議規則第１２９条第１項の規定によりお手元に配付しました議員派遣の件についてお

諮りいたします。 

 配付書記載のとおり議員派遣することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（佐俣勝彦君） ご異議なしと認めます。 

 よって、配付書記載のとおり議員派遣することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２６ 一般質問 

◇議長（佐俣勝彦君） 日程第２６、一般質問を行います。 

 質問は、あらかじめお手元に配付した質問一覧表の順により発言を許します。 

 通告書に沿って簡潔にお願いいたします。 

 最初に、質問番号１を議席２番相川忠夫君、登壇の上、質問を願います。 

◇２番（相川忠夫君） お許しをいただき、質問をさせていただきます。「甘楽パーキン

グ・スマートインターの事業促進について」。 

 去る５月２７日、国土交通省からスマートインターチェンジ新設候補地として、準備段

階調査を実施する全国５カ所が発表され、その中の一つに、甘楽パーキングが選ばれたこ

とは、誠に喜ばしく、町当局及び関係者各位がこれまで事業化に向けて、多大なる尽力を

されたたまものと心から敬意と感謝を申し上げます。 

 甘楽パーキング・スマートインター設置は、町民にとって長年の希望であり、期待の大

きな事業であります。その実現が、町の今後の発展に多大なる役割を果たすことは間違い

ないと思われます。 

 そこで、町の最重要事業として、専門に取り組む係の新設等体制を早急に整備し、徹底

した準備と事業推進を行い、一日も早く候補地から新規設置箇所として決定を受け、早期

に事業化されるよう本格的な取り組みが必要と考えますが、町の計画をお聞かせくださ

い。 

◇議長（佐俣勝彦君） 質問が終了しました。 

 答弁を願います。 

 町長。 
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◇町長（茂原荘一君） それでは、相川忠夫議員の「甘楽パーキング・スマートインター

の事業促進について」のご質問にお答えをいたします。 

 まずはじめに、議員の皆さま並びにそして多くの皆さまのご理解とご協力を賜りまし

て、準備段階調査箇所に選定されたことに改めてお礼を申し上げます。 

 準備段階調査においては、準備会を立ち上げて、スマートインターチェンジの社会便益

及び利用交通量、インターチェンジの位置・構造、そして周辺道路の整備計画の検討が行

われ、その後、インターチェンジ及び周辺施設の詳細設計、整備の費用及び負担区分、管

理運営方法等の調整を整えて、実施計画書（案）を取りまとめることとなっております。 

 この準備会につきましては、町及び国土交通省高崎河川国道事務所が事務局を担い、年

度内に３回ほど開催される予定で、第１回の準備会は８月４日に開催されたところであり

ます。 

 準備会で実施計画書（案）がまとまりますと、関係機関で構成される地区協議会で計画

書を決定し、国、そして日本高速道路保有・債務返済機構及び東日本高速道路株式会社に

提出をして、新規事業という運びになります。 

 非常にタイトなスケジュールと業務量の増加が見込まれておりますが、新規事業化につ

いては最短とされる来年５月または６月ごろを目指しているところであります。 

 相川議員からご質問いただきましたスマートインターチェンジの早期事業化に向けての

「専門に取り組む係の新設等の体制を早急に整備すること」につきましては、現在の組織

及び要員、つまり役場の職員の数を考慮しますと、年度途中での対応は非常に難しく、外

部への業務委託と建設課内での体制の構築で早期事業化に向けて対応したいというふうに

現在は思っているところであります。 

 来年度につきましては、４月に人事異動がございますので、その時に対応を検討したい

と考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げ、答弁といたします。 

◇議長（佐俣勝彦君） 答弁が終了しました。 

 ２回目の質問がありましたらお願いいたします。 

◇２番（相川忠夫君） ただいま町長から細かく良い話をしていただきました。この問題

については事業化が大事だということでございますので、前向きな体制をもって是非行っ

ていきたいと、我々も思っております。町当局もその点は考慮いただきまして、やってい

くというようなことでお願いをしたいと思います。 

 以上です。 
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◇議長（佐俣勝彦君） 以上で、相川忠夫君の質問が終了しました。 

 次に、質問番号２を議席５番富岡朝男君、登壇の上、質問願います。 

◇５番（富岡朝男君） 一般質問をさせていただきます。 

 「甘楽町子ども・子育て支援事業計画」の進捗状況について。 

 町長は、「若い世代が出産や子育てに希望が持てる町」の実現を重点施策の一つに掲げ

ています。平成２７年度から５カ年で計画された本計画はまさにその施策の基本となるも

のと考えます。 

 私は、本計画のうち、低年齢児の子育て支援計画の進捗状況や計画変更などについて質

問させていただきます。 

 １．保育園の保育施設及びサービスの充実について。 

 （１）産後の休業及び育休後の職場復帰の支援のための０歳児、１歳児の受け入れ体制

の充実（人材確保・施設の増設）はどうなっているでしょうか。 

 （２）子育て支援スペースの確保による子育て支援事業、例えば子育て親子の交流など

の実施の可能性はどうでしょうか。 

 （３）「認定こども園」の開設の考えはあるのか。 

 ２．地域子ども・子育て支援事業について。（１）地域子育て支援拠点事業として、仮

称ですが、「かんら子育て支援センターの開設」はどうなっているでしょうか。 

 （２）未就学児童の遊び場、民生委員さん等、一生懸命になって実施していただいてお

ります「すくすく広場」ですとか、「子育てサロンさくらんぼ」等の提供の拡大や充実の

計画はあるのか。 

 ３．社会情勢やアンケート、要望等により本計画の変更があるのか。 

 本計画が、本町の目指す「安心して子育てのできる町」の実現となれるよう願い、質問

いたします。 

◇議長（佐俣勝彦君） 質問が終了しました。 

 答弁を願います。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、富岡朝男議員の「甘楽町子ども・子育て支援事業計画

の進捗状況」、このことについてご質問にお答えをいたします。 

 子育て家庭を取り巻く情勢が変化する中、元気と賑わいを生むまちづくりを進めていく

ためには、出生率の向上は必要不可欠であり、そのためには子育て世代への妊娠・出産・
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育児に対する不安の解消や子育て世代への多方面での支援といった、若い世帯が安心して

子どもを産み育てられるような「希望の持てるまちづくり」が、ご質問にもあったとおり

求められております。 

 「甘楽町子ども・子育て支援事業計画」につきましては、本町の子ども・子育て支援に

関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目標に、平成２７年３月に策定をされま

した。 

 本計画に基づき、保育行政につきましては多様な保育ニーズに対応するための園児の受

け入れ体制の拡充、３人目以降の保育料の無料化、そして土曜日のフルタイム保育など、

保護者が安心して働くことができる環境づくりに現在取り組んでいるところであります。 

 また、「子育て支援センター」の開設につきましては、計画では平成２８年度を予定し

ていたところでありますけれども、総合保健センターの整備が１年先送りとなったことか

ら、平成２９年度からの開設を現在目指しているところであります。 

 なお、現在のところ、「認定こども園」開設の考えはございませんが、本事業計画につ

きましては、必要があれば本計画の変更も検討していきたいと考えております。 

 まず、少子高齢化が進行する本町においては、子どもは町の宝であり、子育て世代の定

住や若い世代の転入増を目的とした施策を積極的に取り入れ、今後も町を挙げて若者が

「安心して子育てができるまちづくり」を進めてまいりたいと考えております。 

 ご質問の詳細につきましては、この後、担当課長から答えさせますので、ご理解を賜り

たく、よろしくお願いを申し上げます。 

◇議長（佐俣勝彦君） 健康課長。 

◇健康課長（森田 稔君） 命によりお答えいたします。 

 １番の（１）、産後・育休後の支援のための０歳児・１歳児の受け入れ体制の充実につ

きましては、現在４月入園時における０歳児及び１歳児の受け入れを行っておりますが、

先程の町長の答弁にもありましたように、産後・育休後の対応等におきましては、園児の

受け入れ体制の拡充、これによって対応してきております。 

 富岡議員のご指摘のとおり、今後も、０歳児・１歳児の園児が見込まれるため、保育士

不足の中、保育士の委託等を視野に入れて人材の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、施設の整備につきましては、必要な改修は適宜実施し、施設増設につきまして

は、必要に応じて検討していきたいと考えております。 
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 続きまして、１番の（２）、子育て支援スペース確保による子育て支援事業につきまし

ては、かんら保育園でも地域住民や子育て親子との交流等実施していきたいと思います

が、「子育て支援センター」開設後は、同センターを中心に地域子育て事業等を展開し、

実施していきたいと考えております。 

 次に、１番の（３）認定こども園の開設につきましては、本計画の中では、既存施設の

認定こども園への移行は考えておりません。当面は、幼児の教育向上及び環境整備のため

に、幼稚園の統合を推進していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 

 ２番目の質問になります。（１）子育て支援センターの開設につきましては、町長答弁

のとおり、総合保健センターの整備が１年先送りとなりましたが、総合保健センター整備

後、速やかに「子育て支援センター」を設置していきたいと考えております。 

 （２）未就学児童の遊び場の提供・充実につきましては、現在、保健センター及びら・

ら・かんらで「すくすく広場」や「子育てサロンさくらんぼ」等を実施しておりますが、

子育て支援センターの開設に伴い、事業をさらに充実させ、多くの未就学児童が参加でき

るよう対応していきたいと考えております。 

 ３番目になります。子ども・子育て支援計画の変更につきましては、町長答弁のとお

り、必要があれば本計画の見直しや変更も検討していきたいと考えております。 

 今後におきましても、若い世代が出産や子育てに希望が持てるまちづくりを推進してま

いりますので、ご理解とご指導をお願い申し上げます。 

◇議長（佐俣勝彦君） 答弁が終了しました。 

 ２回目の質問がありましたら、お願いいたします。 

 富岡朝男議員。 

◇５番（富岡朝男君） 概ね満足できる回答かなというふうに思いましたが、待機児童と

いうのはないというので、新聞等でも発表されてますし、その待機児童の定義がどうなの

かという問題があるところですけれども、例えば潜在的な待機児童というのが県内でも６

万７，０００人いると言われています。 

 これは、親が仕事へ行きたくても、子どもを受け入れてくれるところが見つからないの

で、働くのを先延ばしにするということを潜在的というんですけれども、６万人も県内に

いるわけですから、そういう児童が甘楽町にもいないとも限らないんじゃないかなと思う

ところです。 
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 今回、補正予算で委託保育士を予算計上していただいて、１０月からの受け入れに対し

て相当力を入れていただいているなと思います。それには、もちろん施設の問題もありま

すし、保育士の問題もあるので、その辺をもう一度よく、施設全体を広げられるスペース

もなかなかないというような実情もわかっていますけれども、何とかそういうような形で

潜在的な待機児童をなくすようなことをしていただきたいなというふうには思っていま

す。その件につきましては、そういう事で結構でございます。 

 それから、認定こども園のことについてですが、確かにこの計画書の中にもないという

ことで認識しているんですけれども、幼稚園の統合というのが総合計画の中にも当然うた

われています。ですから、それらを含めて認定こども園というのも必要なのかなと私は思

っています。というのは、この計画書の中にありますように、子どもの生まれる数もそん

なに減らない計画になっているわけですから。それを考えますと、保育園というのはさら

に充実する必要があるのかなと。それには、認定こども園が良いか悪いかというのはなか

なか難しい部分があるでしょうけれども、せっかく幼稚園を統合するのなら、認定こども

園というのもひとつ考えてみてはどうかなというふうに思っています。その辺については

町長のお考えをいただければというふうに思います。 

 それと、子育て支援センターの開設というのは平成２９年度ということでお答えいただ

きました。１年遅れているのですが、それは計画が遅れているのでしょうがないなという

ふうに思っています。甘楽町では、課長の答弁のとおり、民生委員さんを中心としてボラ

ンティアの方が苦労して月に「すくすく広場」が２回、「子育てサロンさくらんぼ」が２

回、やっているわけですけれども。ちょっと調べてみますと、隣の市なんかでは施設で相

当数やっていますし、また各保育園でも相当数やっています。それらを参考にして、ぜひ

甘楽町も隣に負けないような子育て支援というのを町長には考えていただきたいなという

ふうに思います。これについては、町長の考えをお聞かせいただければというふうに思っ

ています。 

 ２回目の質問とさせていただきます。 

◇議長（佐俣勝彦君） 答弁願います。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） ご質問をいただきました。まず、最初の小さな子どもたちの保育

の関係でありますけれども、育休が終わって、１０月なり１１月からまた預けたいという

方が出てきます。現在、保育園の保育士の確保に非常に苦慮しているところであります。
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０歳児については、保育士１人が３人見る。３人子どもがいたら１人保育士さんがいなけ

れば駄目だという状況でありますので、非常に難儀をしているところでありますけれど

も、先程ご質問いただきましたように、いろんな関係機関のところへお願いをしながら保

育士さんをまず確保して、そして０歳児、１歳児等を預かれるような取り組みをこれから

も常にしたいというふうに思っているところであります。 

 それともう一つ、認定こども園の話をいただきました。今の計画の中では、認定こども

園という計画は乗っていないのでありますけれども、富岡議員がおっしゃられますよう

に、幼稚園の統合を近々に進めたいというふうに思っているところでございます。 

 その統合に合わせて認定子ども園も検討することも１つの選択肢だというふうに自分で

は思っているところであります。保育園が１つだけでなくて、保育園が２つある。そうい

うことになりますと、預ける皆さん方も多少の余裕が出てくるかなというふうに思ってお

ります。統合の際には、そのことも皆さんの意見等を聞きながら、そして保護者の意見等

も聞きながら検討したいというふうに思っているところであります。 

 それと、「子育てサロンさくらんぼ」、「すくすく広場」等で民生委員さん等の皆さん

にいろいろお世話になっているわけでありますけれども、今後また子育て支援センター等

ができた中では、専門の担当の保育士を置くなりして、その場に若いお母さん方が集まっ

て育児の相談なり、育児の取り組みができるような仕組みを作り上げていきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

◇議長（佐俣勝彦君） 答弁が終わりました。 

 ３回目の質問がありましたら、お願いいたします。 

 ５番富岡朝男君。 

◇５番（富岡朝男君） 町長の答弁をいただきまして、ありがとうございました。そうい

うふうな形でご検討いただきながら、甘楽町が他の市町村に負けないような子育て支援を

ぜひお願いしたいというふうに思います。それをお願いして、質問を終了させていただき

ます。ありがとうございました。 

◇議長（佐俣勝彦君） 富岡朝男君の質問が終了いたしました。 

 次に、質問番号３を議席８番中野喜久勇君、登壇の上、質問を願います。 

◇８番（中野喜久勇君） 「秋畑那須の板穴地内の道路冬季凍結事故防止について」質問

いたします。 

 県道富岡神流線で、板穴地内の田村酒店の周辺の道路は、雄川の対岸にある山の杉の木
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が成長し、冬季には道路に日が当たらなくなるため、積雪した場合には凍結してなかなか

溶けず、何度も自動車のスリップ事故があり、大変危険を感じております。 

 ついては、関係する山林の所有者と話し合いの上、杉の木を伐採し、道路の日当たりを

よくしてスリップ事故が起こらないよう町で対処して欲しいと思いますが、町の考えをお

伺いいたします。 

◇議長（佐俣勝彦君） 質問が終了しました。 

 答弁を願います。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、中野喜久勇議員の「秋畑那須の板穴地内の道路冬季凍

結事故防止」、このことについてのご質問にお答えいたします。 

 今回、質問をいただきまして、那須の道路は何回も通っているわけでありますけれど

も、改めて現地に行ってまいりました。 

 ご質問の中にありましたように、杉の木を伐採して道路の日当たりを良くして凍結の防

止を促すには、相当の間伐なり、杉の木の全伐といいますか、木を伐採する事が必要だと

いうことを認識してまいりました。 

 議員もご承知のとおり、主要地方道の富岡神流線の道路管理者は群馬県でありますけれ

ども、この道路を利用する多くの方々は町民の皆さんでございますので、町としても議員

のご質問の中にありましたように、まずは山林の所有者、それと地元の行政区長等と相談

をして、路面凍結によるスリップ事故が防止できるような杉の間伐なり全伐なりを検討し

ていきたいというふうに思っております。 

 まず、山林所有者等に当たることが一番最初にやることかなというふうに思っておりま

すので、その際は議員さんにもご協力をいただきながらご指導をいただければ大変ありが

たいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

◇議長（佐俣勝彦君） 答弁が終了いたしました。 

 ２回目の質問がありましたらお願いします。 

 中野喜久勇議員。 

◇８番（中野喜久勇君） ありがとうございました。そのような方向でいっていただきた

いと思います。 

 実は、１０区の区長に話を聞きまして、区長自身が土木事務所に対策を要請をしたとこ

ろ、土木事務所が来てくれなかったと言うんですね。たまたまお会いして話を伺ったとこ
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ろ、杉の間伐をすれば何とかそれを防げるんじゃないかという話でした。山林の所有者も

いることですので、和やかに話をして対処していただければと思います。もう間もなくま

たそういった時期が来ますので、最悪の場合には塩カルでも用意していただいて、できる

だけ凍結事故が起きないようにお願いして質問を終わります。ありがとうございました。 

◇議長（佐俣勝彦君） 要望でいいですね。 

◇８番（中野喜久勇君） はい。 

◇議長（佐俣勝彦君） 以上で、中野喜久勇君の質問が終了いたしました。 

 次に、質問番号４及び５を議席１２番山田邦彦君、登壇の上、一括して質問を願いま

す。 

◇１２番（山田邦彦君） 私は、「平和行政の推進を」についてと、「三途川サミットの

開催等を」について伺います。 

 まず、「平和行政の推進を」についてですが、毎年８月になると、戦争や平和について

考える機会がぐんと増します。特に、今年は現職のアメリカ大統領として初めてオバマ大

統領が広島を訪れ、大変注目を浴びました。 

 一方で、安倍首相は広島の平和記念式典で、「７１年前に広島及び長崎で起こった悲惨

な経験を二度と繰り返させてはならない」、途中省きますが、「世界の指導者や若者に被

爆の悲惨な実態にふれてもらうことにより、核兵器の無い世界に向け努力を積み重ねてま

いります。私は、新たな一歩を踏み出す年に、この広島において、世界恒久平和の実現に

向けて力を尽くすことを改めてお誓い申し上げます」と述べています。是非、現実のもの

としていただきたいと思います。 

 今、世界では、化学兵器や生物兵器をはじめとして、劣化ウラン弾、枯葉剤、ナパーム

弾やクラスター爆弾、そして対物ライフルを戦争で使ってはいけないと条約などで規定を

しています。私は、核兵器こそ、「製造や保有、そして使用の禁止の条約」が必要と考え

ています。政府に対し、核兵器全面禁止条約の交渉開始の立場に立つように意見表明をす

ることも必要だと思っています。 

 そこで、幾つか伺います。 

 ①まず、平和でなければ国際交流もできません。「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」

というタイトルのパネルが販売をされています。パネルを購入をして、チェルタルド市に

も送り、有効利用をしていただき、「反核・平和」の面でも友好を深めることはいかがで

しょうか。 
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 ②次に、いわゆる「平和うちわ」を作成し、配布をしてはいかがでしょうか。県内で

も、例えば伊勢崎市では、裏面に「核兵器廃絶平和都市宣言」を印刷したものを６，００

０本制作して、お祭りですとか、市役所の窓口で配布をしていると聞いています。 

 ③最後に、いわゆる平和祈念館のようなものを建設することはいかがでしょうか。広島

まで行けない方がたくさんいらっしゃると思います。先程の安倍首相の話のように、全員

の方が広島・長崎に出向いて、いろいろな体験をしていただきたいものですが、それがか

なわない人にとっては、町内でそういう形のものができる事は良いことだと思いますの

で、質問いたします。 

 町の考え方を伺います。 

 次に、「三途川サミット」の開催等について伺います。 

 今、日本中で「ふるさとのＰＲ」に懸命になっています。 

 他の市町村との違いを、お祭りを行ったり、スポーツの祭典であったり、名産品や神社

仏閣、その他いろいろなことを押し出して考えているのが現状です。 

 また、少子高齢化をどうやって抜け出していくか。 

 農業分野では、第６次産業をどうやって盛り上げていくか、課題はたくさんあります。 

 私は、「三途川」、これをＰＲしてはどうかと考えています。話によりますと、全国に

４カ所ほどあるそうです。マスコミでも、時々話題になって賑わせているのが現状です。 

 幸い、甘楽町には、姥子堂もセットで存在をしています。おまけにといいますか、以

前、近所の方から伺ったのですが、温泉も掘り出されているそうです。その色は、鉄分が

多くて、赤い色をしていますので、「血の池地獄温泉」のように命名をしながら、訪れた

人々の心と体を温めてあげてはいかがでしょうか。 

 この数十年、少子高齢化が叫ばれていますが、健康志向の高まりや、いわゆる終活も注

目をされています。「ぴんぴんころり」、これを希望する人がたくさんいます。そんな

中、甘楽町に来ていただいて、「健康長寿」をゆっくり考えていただければ良いのではな

いかと思います。 

 そこで、全部仮称ですが、「三途川サミット」を開いて、いろいろな情報交換などを行

ってはいかがでしょう。 

 「血の池地獄温泉」を設置して、楽しんでいただいたらどうでしょうか。 

 いわゆる「道の駅２号店」のような形で、地場産業の支援などもできる施設を設置した

らいかがかと思っています。 
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 最後になりますが、「地獄」というとちょっと怖いとか縁起が悪いとかいろいろ意見は

あるとは思いますが、今の世の中ではなかなか特色を出すのにはこのぐらいのインパクト

が無いとなかなか全国に発信ができないのではないかなということも含めて、いわゆる

「地獄キャラクター」を作っていろんな場面で活躍をしてもらう。こんなこともいかがで

しょうか。 

 町の考えを伺います。 

 以上です。 

◇議長（佐俣勝彦君） 質問が終了しました。 

 質問番号４及び５について一括して答弁を願います。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、山田議員から２つのご質問をいただきました。 

 １つは「平和行政の推進」であります。このことは、誰もが願うことでありまして、戦

後７０年間、戦争の無かった日本でありますから、引き続き平和が繋がるよう願っている

ところであります。 

 本年５月、７１年前に原爆が投下されました広島の地をオバマ大統領が訪れ、被爆者の

方々の前で核兵器の無い世界を追求する、そして、核保有する国々に対して、その勇気を

持とうと、力強く呼びかけがあったことは新聞報道で取り上げられ、議員のご質問の中に

もあったとおりであります。 

 山田議員の言われるとおり、安倍晋三首相は、本年の平和記念式典で、我が国は唯一の

戦争被爆国として、非核三原則を堅持しつつ、核兵器不拡散条約体制の維持及び強化の重

要性を訴えていくと述べられました。 

 甘楽町では、平成８年１２月議会において、「核兵器廃絶平和の町宣言」を決議したと

ころであります。これは、自然を愛し、清澄な空気と水を守る郷土に生きる全町民が、安

心して安らぎのあるまちづくりを目指し、全ての核兵器の廃絶を求め、真の恒久平和が実

現することを願ったものであります。 

 また、当町は、「平和首長会議」に加盟して、核兵器の無い平和な世界の実現に向けて

取り組んでいるところであります。この会議は、広島市、長崎市が中心となりまして、核

兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画の趣旨に賛同する自治体等で構成され、１９８２年

に設立をされました。 

 ご質問の「政府に対して、核兵器全面禁止条約の交渉開始の立場に立つような意見表明
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をすることも必要」とのことですありますが、平和首長会議の動向を見極めながら、今後

も努力していきたいと考えておりますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

 また、山田議員におかれましては、毎年国民平和大行進に参加されておりますので、引

き続き世界恒久平和の実現に向けて、なお一層のご尽力をいただければ大変ありがたく思

うところであります。 

 ご質問の詳細につきましては、この後、担当課長からお答えをさせますので、お聞き取

りをいただければと思います。 

 それから、「三途川サミットの開催」についてご質問をいただきました。 

 「三途川」は、全国にそんなにあるわけではありませんから、ネーミング的には「三途

川サミット」というのも、かなりインパクトがあるかなというふうに思っております。 

 その中で、全国各地で今言われましたようなイベントやサミットが数多く開催をされて

いるところでありますが、当町は、ご案内のとおり、サミットでは「織田信長サミット」

に加盟をして、町のＰＲに努めているところであります。 

 議員おっしゃられますように、「三途川」を活用してのサミットをまず開催する。そし

て、温泉を設置する。そして、道の駅の２号店、そしてキャラクターを作る。このような

ご提案もいただきました。三途川は全国的にも数は少なくて、調査したものとしては町を

含めて５つの三途川が紹介されているインターネットのサイトがありました。全国で５つ

ですから、活用方法によっては、非常にＰＲに繋がるかなというふうに思っているところ

であります。 

 しかし、ご質問のサミットについては、町だけでなく、他の市町の意向もあることと思

いますから、まず温泉や道の駅とも併せて、これから研究に努めたいと思っておりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 そして、地獄キャラクターもという話もいただきました。当面は、かんらちゃんにご活

躍を願って、議員のご質問が具体化されて「地獄温泉」ができるときにはキャラクターも

必要かなというふうに思っておりますので、まずは三途川のある各市町がどのような取り

組みを進めているか、どのような取り組みができるか、そのような調査研究を進めてみた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

◇議長（佐俣勝彦君） 総務課長。 

◇総務課長（松沢計作君） それでは、命によりお答えいたします。 

 「平和行政の推進を」について。①につきましては、国際交流として、イタリア・チェ
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ルタルド市とは長い交流が続いており、今後も交流を続けていく所存であります。確か

に、平和でなければ国際交流はできません。交流の中で、機会をとらえ、反核平和の推進

に努めます。 

 質問の②ですが、「平和うちわを作成し配布すること」につきましては、夏祭り花火大

会のうちわの片面を利用するなどを検討いたします。 

 恒久平和は、全ての町民が望むことでありますので、核兵器廃絶に向けた取り組みにつ

きましては、平和首長会議と歩調を合わせ、できるところから実行していけるよう、今後

十分検討していきたいと思います。 

 質問の③の「平和記念館の建設をすること」につきましては、被爆地の広島・長崎へ行

って、戦争の悲惨さを肌で感じることが極めて重要と考えておりますので、当町に平和祈

念館を建設することは予算的にも難しいと考えております。 

 以上、ご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

◇議長（佐俣勝彦君） 答弁が終了しました。 

 質問番号４について、２回目の質問がありましたら、お願いします。 

 山田邦彦議員。 

◇１２番（山田邦彦君） それでは、①ですが、先ほど提案し忘れてしまいまして、チェ

ルタルド市だけでなくて、中国ハルビン市にも同じように友好的に交流をさせていただい

ているものですから、ちょっと漏らしてしまって申し訳なかったんですけど。そういう形

で検討をしていただけるということなので、是非検討をしていただきたいと思います。 

 ②番は了解しました。 

 ③番なんですが、予算的に難しいという話がありました。ということは、何か試算とか

をしていただいた結果なんでしょうか。ちょっと気になったものですから、教えていただ

ければと思います。 

 先日の原水爆禁止世界大会の時とかにも話が紹介されたんですが、例えばインド・パキ

スタン紛争というのがありましたが、パキスタンが核兵器の使用を考えた時期があったら

しいんですね。その時には、アメリカのパウエル国務長官がパキスタンの大統領に対し

て、電話したそうです。「８月６日のあの写真を思い起こせ、あれを再現させる気か」と

いうことで、説得をした結果、核爆弾が戦争では使われなかったということが実際に起き

たようです。 

 やっぱり、視覚に訴えるといいますかね。被爆者の皆さんは、随分高齢者になってしま
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ったので、例えばお会いして直接話ができれば一番良いんですが、やはり全部の若い人、

全部の国民の人、世界のリーダーの人に広島、長崎に来ていただくということは多分無理

だと思うんですね。そこで出前といいますか、２つの地域にはたくさんのそういう素材が

眠っているというか、ありますので、それをコピーをしたり、借りてきたりとか、例えば

群馬県の中にそういうふうな体験ができる、情報がたくさん直接得ることができる、そう

いう場所が必要だと私は思うんです。 

 是非、予算がかかるという一言で切ってしまわずに、みんなで勉強してみて、こういう

ふうなことであればそれほどお金をかけずにできるよということをしていただければと思

います。かつて、文化会館の展示室でしたかね。３、４年間ぐらい、そういうスペースを

作って住民の皆さんに見てもらうようなことをしたんですが、残念ながら来訪者という

か、あまり来ていただけなかったんですよね。やっぱり、魅力ある展示といいますか、こ

こに行けば戦争とか平和というのが感じられる、実際にいろんな情報がもらえるというよ

うな工夫が必要かなと思います。 

 是非、実現の方向で検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。 

◇議長（佐俣勝彦君） 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 平和祈念館という題目で出ましたから、私は山田議員が広島や長

崎の記念館等を見てきて、そういう立派な建物だというふうに思った訳であります。確か

に、展示をするだけということであれば、スペースがあれば展示はできるかもしれません

けれども、それでは平和祈念館とは言いませんから。平和祈念館ですから、やっぱり鉄骨

造りなり、木造の立派な建物かなというふうに思いましたので、試算はしておりません。

大きな建物を果たして町で造ることができるかなという意味合いから、予算的に難しいだ

ろうというご答弁をさせていただきました。 

 山田議員おっしゃられますように広島や長崎へ行かなくても甘楽町へ行けばという事だ

と思いますが、一つの方法として県にお願いするのも方策かなと思っているところであり

ます。そうかといって、県がすぐ、分かりましたということにはならないと思いますけれ

ども、そういうことも必要かなというふうにご質問をいただきまして思いました。 

 どんな建物、どういうものというのも皆目検討もなく、平和祈念館というだけでしたか

ら、試算も何もせずにいるところであります。検討についてはなかなか難しさがあるとい

うふうにお答えをしたところであります。 

 よろしくお願いします。 
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◇議長（佐俣勝彦君） 質問番号４について、３回目の質問ありましたら、お願いしま

す。 

◇１２番（山田邦彦君） ありません。 

◇議長（佐俣勝彦君） それでは、質問番号５について、２回目の質問がありましたら、

お願いします。 

 山田邦彦議員。 

◇１２番（山田邦彦君） それでは、質問番号５について２回目の質問をさせていただき

ます。 

 ①から④まで、概ね調査研究を始めていただけるということなので、そういう形で話を

進めていただければと思います。 

 甘楽町のほかに４カ所あるような情報が今のところは多いんですけれども。終活という

言葉がこのごろ取り沙汰されているんですが、死んでしまうことへの恐怖ですとか、いろ

いろな嫌なイメージとか、いろんなことが個々の方の頭の中にあるので、こういうふうな

話というのは、あまり話が進まないような気もするんですけれども。このごろはぴんぴん

ころりですとか、そういう終活というのがテレビとかラジオとか、その他新聞、雑誌でも

いろんな立場の人が発言されていますので、そういう意味ではタイムリーで良いかなと思

うんです。 

 町長、先日は無投票で当選されて、元気がみなぎっていることと思いますので、是非全

国の何カ所かの町にそのエネルギーを割いていただいて、リーダーシップをとっていただ

いて、甘楽町ここにありみたいな形でサミットを、調査研究だけじゃなくて、半歩という

か一歩というか、動き出していただければ、良い作用が得られるのではないかなと思いま

すので、今度新しい執行の体制も固まったわけなので、今までに無いという言い方をする

とちょっと言い過ぎかもしれませんが、一歩を踏み出していただければと思うんですが、

改めてその辺りいかがでしょうか。 

◇議長（佐俣勝彦君） 町長。 

◇町長（茂原荘一君） ４カ所という話がありましたけれども、私が見たインターネット

サイトの中では、青森県のむつ市にまず三途川がある。恐山の辺りだというふうに思って

おります。それと秋田県湯沢市があるんですが、そこに三途川がある。あと、宮城県蔵王

町に三途川がある。そして、千葉県長生郡長南町に三途川がある。そして、甘楽町にあ

る。５本の三途川が日本にあるというインターネットサイトがありました。それぞれの市
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町がどんなふうに三途川に対しての思いを持ちながらいるかということを、まずは聞き取

りといいますかね。そういうことをしていくことによって、共有できるものがあれば、集

まってこれからどうしていこうかというところに繋がっていくんだというふうに思ってお

ります。 

 甘楽町も三途川が金井の所を流れている訳でありますけれども、多くの人が三途の川の

上を行ったり来たりしているんですけれども、そんなに三途川ということに対しての思い

を持ってなかったことは事実だと思います。以前に、あそこに赤い水が流れていると。そ

れで、１回、温泉が出るんじゃないかというので、あそこをボーリングして温泉成分の鉄

分のある水が出たということも承知はしていますけれども。そういう先代の人たちが思い

を持ってくれたところもありますので、今後においても、例えば千葉県ぐらいでしたら、

そんなに時間もかけずに行けるかなと思いますので、そういう所へ議員さんの委員会なり

に視察へ行ってもらって、三途の川を渡ってきてもらうと。それで、渡った感じをこちら

へまた持ち帰ってもらうとか、そういうことをしていただくことが、これからの情報収集

にも繋がっていくのかなと思っていますし、私も、もし都合がつけばそういうところを見

ながら、町の三途川が群馬県から、そして日本に出ていけるような取り組みができれば良

いかなというふうに思っているところでありますので、今後におきましてもご指導くださ

い。よろしくお願いします。 

◇議長（佐俣勝彦君） 質問番号５について、３回目の質問がありますか。 

◇１２番（山田邦彦君） はい、了解しました。 

◇議長（佐俣勝彦君） ありがとうございました。 

 これをもちまして、一般質問を終了いたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○字句等整理委任の件 

◇議長（佐俣勝彦君） 以上で、平成２８第３回甘楽町議会定例会の全日程が終了いたし

ました。 

 お諮りします。 

 会議規則第４５条の規定により、字句等の整理につきましては議長にご一任願いたいと

存じますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（佐俣勝彦君） 異議なしと認めます。 
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 よって、字句等の整理につきましては、議長に一任願います。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○教育長挨拶 

◇議長（佐俣勝彦君） 以上で、本定例会に上程されました全議案の審議が終了しまし

た。 

 ここで、教育長から挨拶の申し出がありますので、これを許します。 

 教育長。 

◇教育長（柴山 豊君） 議長のお取り計らいをいただきまして、このような晴れがまし

い席ではありますが、お許しいただき退任にあたり一言ご挨拶を申し上げます。 

 私の一身上の都合により、９月３０日をもちまして、任期途中ではありますが、教育長

の職を辞することといたしました。平成１７年４月、甘楽町教育委員会教育長に選任され

て以来、１１年６カ月の長きにわたり、教育長の重責を務めさせていただきました。 

 この間、議会の皆さまには一方ならぬご指導、ご鞭撻をいただき、無事にこの重責を全

うすることができましたことに心から感謝を申し上げる次第であります。ありがとうござ

いました。 

 在任中は、歯止めのかからぬ子どもたちの減少の中で、子どもたちにとって望ましい教

育環境の中に置いて勉強させてあげたいとの思いから、平成２３年４月に第三中学校を第

二中学校へ統合、平成２５年には秋畑小学校を小幡小学校へ統合、今春２８年４月には第

一中学校と第二中学校の統合及び新校舎建設と甘楽中学校開校と当面する課題は完了した

ものと思われます。この大事業を無事に乗り切ることができましたのも、議会の皆さまの

ご理解とご支援あってのことと深く感謝を申し上げます。 

 また、甘楽町広報でも申し上げましたように、今年を甘楽町教育元年と位置づけ、今後

の甘楽町の特色のある教育を推進するため、学校と協力して取り組んでまいりましたが、

１つの道筋がつきました。この機会に茂原町長、教育委員会のお許しをいただきましたの

で、ここで後進に道を譲ることが賢明との思いに至りました。 

 議会はじめ町民の皆さまの温かいご理解、ご協力に改めて感謝を申し上げ、言葉整いま

せんが、退任にあたってのご挨拶といたします。本当に長い間、ありがとうございまし

た。 

◇議長（佐俣勝彦君） 柴山教育長におかれましては、長い間、教育行政の発展にご尽力

いただき、誠にありがとうございました。 
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 退任後も、町の教育推進について、お気づきの点がありましたら、ご指導くださいます

ようお願いをいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○町長挨拶 

◇議長（佐俣勝彦君） ここで、町長から定例会閉会にあたり挨拶の申し出がありますの

で、これを許します。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、本定例会の閉会にあたりまして、一言お礼のご挨拶を

申し上げます。 

 議員の皆さまにおかれましては、極めてご多忙の中、本定例会にご出席を賜り誠にあり

がとうございました。 

 また、本会議にご提案申し上げました議案、それぞれ慎重にご審議を賜りました結果、

全て原案どおりご議決、ご同意、ご承認をいただきまして誠にありがとうございました。

心から厚くお礼を申し上げます。 

 一般質問をはじめ、審議の過程で議員の皆さま方からいただいた貴重なご意見、ご提言

等は、今後の町政運営に十分留意してまいりますので、一層のご指導、ご協力を賜ります

ようお願いを申し上げます。 

 １０月からは、新しい副町長そして教育長とともに、新体制で山積する町の課題に取り

組んでまいりたいと考えております。議員の皆さまには、今までにも増してご指導、ご助

言を賜りますようお願いを申し上げます。 

 さて、連日テレビ等で報道されておりますとおり８月から続いた台風の襲来は、全国各

地に大水害の爪跡を残しました。被害に遭われた皆さまに心よりお悔みとお見舞いを申し

上げますとともに、尊い教訓を深く心に刻み、これからの台風シーズン等に備えていきた

いと思っております。 

 来週末からは、いよいよ小学校や幼稚園で運動会等が始まります。いよいよ秋本番であ

ります。１０月から１２月までは「ググっとぐんま観光キャンペーン」も始まり、甘楽町

にも大勢の観光客が訪れる季節となります。この機会に秋の甘楽町の魅力を十分発信して

まいりたいと考えております。 

 今回も多くの皆さんの傍聴をいただきました。ありがとうございました。今後も、議会

に、そして行政に対して関心を高めていただきますことを心からお願いを申し上げるとこ
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ろでございます。 

 また、教育長におかれましては、長い間、教育行政に携わっていただき、大変ご苦労い

ただきましたことに心から感謝を申し上げます。 

 議員皆さまにおかれましては、健康にくれぐれもご留意いただくとともに諸行事へのご

協力と議員活動にますますご活躍いただきますようお願いを申し上げ、閉会のご挨拶とい

たします。傍聴いただきました皆さんにも、心から厚くお礼を申し上げます。ありがとう

ございました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○議長挨拶 

◇議長（佐俣勝彦君） 閉会にあたり、議長から一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る８日に開会されました今期定例会は、上程された全ての案件を滞りなく議了し、た

だいまをもって無事閉会の運びとなりました。 

 定例会中、終始熱心なご審議を賜りました議員各位をはじめ、円滑な議会運営にご理解

とご協力を賜りました執行各位に厚く御礼を申し上げます。 

 また、本日こうして大勢の皆さんにお越しいただき、長時間にわたり傍聴いただきあり

がとうございました。今後においても開かれた議会を目指してまいりますので、議会に関

心を高めていただき、また参加いただければ幸いでございます。 

 結びに、これから段々と秋も深まり、山々の木々も色づく過ごしやすい季節となります

が、議員各位並びに執行各位におかれましては、健康には十分ご留意をいただき、町政発

展のためにますますご活躍をされますことを心からご祈念申し上げ、閉会の挨拶といたし

ます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○閉  会 

◇議長（佐俣勝彦君） 以上で、平成２８年第３回甘楽町議会定例会を閉会いたします。 

   午後２時４１分閉会 
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